
（議）第１号

秋田市議会委員会条例の一部を改正する件

上記の議案を別紙のとおり地方自治法（昭和22年法律第67号）第112条

および秋田市議会会議規則（昭和42年秋田市議会規則第１号）第14条の規

定により提出する。

平成26年３月20日

提出者

秋田市議会議員 岩 谷 政 良

外38名

秋田市議会議長 鎌 田 修 悦 様



秋田市議会委員会条例の一部を改正する条例

秋田市議会委員会条例（昭和42年秋田市条例第21号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条第２項厚生委員会の項中「、子ども未来部および市立秋田総合病

院」を「および子ども未来部」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例施行の際、改正前の秋田市議会委員会条例（以下「改正前の

条例」という。）の規定に基づく厚生委員会の委員、委員長および副委

員長は、改正後の秋田市議会委員会条例（以下「改正後の条例」とい

う。）の規定による厚生委員会の委員、委員長および副委員長にそれぞ

れ選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定

による委員、委員長および副委員長の残任期間とする。

３ この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づく厚生委員会に付託さ

れている請願および陳情は、改正後の条例の規定による厚生委員会に付

託された請願および陳情とみなす。

４ この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づく厚生委員会における

所管事務の閉会中の継続調査事項は、改正後の条例の規定による厚生委

員会における所管事務の閉会中の継続調査事項とみなす。

提案理由

病院事業の廃止に伴い、厚生委員会の所管を改めるため、改正しようと

するものである。


